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旅人は一筋の道を歩くなり
他の道が美しくもあり立派で、もあるが

彼は自分に許された一筋の道を歩くなり
(武者小路実情)
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医師会月 間行事

※8月24 fJ (木〉周南三市、歯・医師会と健

保組合との協議会、於新日鉄社員クラプ

午後 2・o0 
※9月 12日(火)盟事会於灰師会館

午後 7・30 
0協議事項 ①循段器健診の二次健診につ

いて ②昭和 53年度 (14回〉光市医

師会体育大会及ひや永守勤続者表彰につい

て ③「対人の他民づくりJ健診につい

て

0報告事項 ①周南地区健保組合との協議

会について ②県内臨床検査センター協

議会について ③学校医研修会について

④被爆者健診について ⑤新入学児童の

健康診断について ⑥牛島小 ・中学校校

医の委嘱について ①医事紛争対策担当

理事協議会 (9月 14U) (8)郡市医師

会長会議 (9月21 U) ⑨B・C.G
接種(市立医院)について ⑪休日当直

患者動態及び救急車の搬送状況について

※ 9月26日医療事故lζ関する研修会

講師、宮恵理事於医師会館午後7;30 

医療関係法規
8 .保険医療機関及び保険医療担当

規則 (A?'.32.4) 

〔員会療の・般的方針〕

※9月26日(火)例会於択師会館

午後8・o0 
0報告 ・連絡事項 φ郡市医師会長会議報

告 ②周南地区健保組合との協議会iζつ

いて(議事録配布) ③学校医研修会に

ついて、昭和 53年度学校保健研修会の

中で学校医研修会を兼ねて行う ④休日

当直患者動態及び救急忠折搬送状況につ

いて ⑤循環器健治の二次健診料につい

て ⑥紛争処問担当用事協議会について

⑦母子家出医僚'N助成について ⑪牛島

小 ・中学校校医安則について ⑨牛島診

療所医師の着任について ⑪特定疾患治

療研究委託事業の夫胞について、パーキ

ンソン氏病追加 O諸会の開催 (9月2

8日、保険担当用事協議会、 10月15 
日、周南医学会)

0協議事項 ①体育大会及び永年勤続者表

彰iとついて ②婦人の健康診査について

③周南三市医師会の合同役員会について

(1 0月25 n水) (イ)自治体への要望

事項について (ロ験査センタ一広域集配

業務についてい麻疹ワクチンに関する

要望者Kついて

相

第15条 保険医l.t，忠:r..にNしチ防衛生法ぴ現境衛生

の思f去のかん後に努め.iJ&切な指将をしなければな

らない。

(転医及対診〕

第12条 保険俣の冷療l.t. 一般に医師x...l.t t拘科医師と 第16条 保険医は.忠名・の疾病又!，t!'lIlaが白己の専門

して珍療の必要があるとぷめられる疾病又は負傷に 外にわたるものであるとき.x.はそのみ療について

対して.適ぽな診断をもととし.!d!A'iの健康の保待 疑義があるときは.他の保険医療機関へ転区させ.

1曽i丘上妥当適切に行わなければならない。 又は他の保険医の対If~ をボめる?，lf・3療について適切j

〔療養及び指導の基本司rRII) な併置を議じなけil.まならない.

第13粂 保険医!i..~療 1 ・当 って !i . 怒切丁寧を旨と 〔特殊療法等の禁止〕

し.療養上必婆な事項liP日干し易いように指導しな 第18条 保険医l.t.特味な銀法x.li析しい療法等につ

ければならない. いては、厚生大阪の定めるもののほかhつてはなら

〔指導〕 ない。

第14条 保険医li.珍綴にあたってli.16に医学の立 〔使用医薬品及び歯科材料)

場を堅持して，忠J守の心身の状態を観察し心理的 第19条 保険医li.厚生大匿の定める灰薬品以外の医

な効果を ι拳げることができるよう適切な指導をし 薬品を患者に~#lし. :l..li処方してはならなも、

なければならないo 2 歯科医師である保険医は.Jtt ，~:大原の定める倫
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料材料以外の材料を{勾冠修復!~ぴ欠綴繍綴において 前号に定める投奈の例による。

徳川してはならな、、o 4 .注射

〔闘会僚のM・体的Jj'i.十〕 イ 注射lふ次に偽げる場合に行う 。

第20条 医師である保険医の必療の具体的方針!ム前 a) 経口投与によ ってη脇障害を起す必それが

8条の級定によるはか.次に絡げるところによるも あるとき.経口投与をすることができないと

のとする. き，3{_1!経口投与によ っては治療の効果を期

1. ~~療 待することができないとき。

イ 冷祭lム 特に忽J守の峨業上及び環境上め特性 (2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があ

等を1Ii!被して行う 。 るとき。

ロ 健縦診断{ま.療養の給付の対象として行って (3) その他持:a.tによらなければ治療の効果を期

e
h
O
 

L恥
γ

{よならなも、。

ハ {主"創立.診療 1:必要があると認められる場合

に行う。

ニ 各純の検千'f.1!，診療上必要があると認められ

る場介に行い.研究の問的をもって行ってはな

らない。

( 

2. f生薬

イ 役奈I!，必要があると認められる場合に行う。

ロ 治療上1(iIJで足りる域合には 1剤を役与し.

必要があると dめられる場合に 2ilIJ以上を投与

する.

同ーのf.U~1立.みだりに反覆せず.症状の経

過に応じてti援の内容を変更する等の考慮をし

なけtllまならない.

ニ 栄/l，安静.運動.職場転換その他療養上の

注意を行うニとにより.治療の効果を挙げるニ

とができるとd‘められる場合l久これらに関し

m~を行い，みだリに投薬をしてはならない。

ホ 校誕百は.予見する ことができる必婆期間に

従い，おおむね.次の}il;i¥llによる。

(1) I勾服必lム 1阿2日分を標準iとし，外用薬

1:， 1恒15H う〉を限f~ としてt!.l>与する。

(2) 州郷療養等特長年の事情がある場合において.

必梨があると 42.められるときは.旅粍その他

の・J'Mを巧:f，宮、し， 1 [ill14日分を限度として投

与する.

3.処方せんの交付

待することが闘鮮であるとき。

ロ 内sIi!ll¥との併用lま.これによって著しく治療

の効果を惨げることが明らかな場合又は内服薬

の投与だけでは治療の効糸を期待することが困

難である場合に絞って行う。

ハ 混合注射は.合理的であると認められる場合

に行う 。

ニ 愉血又1;1";立解fi若しくは血液代周知lの補液1:，

必要があると認められる犠合に行九

5.手術及び処置

イ 手術I!，必要があると認められる犠台に行九

ロ 処置は.必要の位1主に必いて行九

6. 7 (略)

8.次に掲げる治僚の治割程方針.治療』走準及び治療

方法1:，厚生大陸の定めるところによるほか.前

各号に定めるところによる。

イ 件1丙の治療

ロ 結伎の治療

点血1七伎の治療

ニ 慢性~/炎.Yi t貧~{:;&ぴ十三指腸演司書の治療

ホ精神科の i台~1ì:

へ 抗'主物n製自IJによる治療

ト 封IJ計皮質ホルモン.billH皮質事件iホルモン及

υh寝中州

9.麻薬取締法 (昭28.3)

〔目的〕

イ 処/jせんの使用期間'i. 交付の8から 3日を 第 1条 この法律li.麻奈の鎗入.鎗出.製造.製剤，

こえてはならな、、 ただし.縁郷療養その他特 議控室..11受.所持等について必望書な取締りを行なう

伐のJド怖がある と認めらll.る場合11. この限り とともに.麻薬中..:;:r.について必要な医療を行なう

でなも、. 等の待訟を必ずることによリ.麻薬の君主用による保

ロ 的イ l二よるほか、処方せんの交付に関してi立. 健衛生上の危1!?を紡止 し. tって公共の福祉の1曽進

-2-



光市医 師会 報 1978 

を図ることを目的とする. 2 麻薬管理者li.iiiJlYiの帳簿を閉鎖したときは.

〔免許〕 すみやかにこれを当ぷ麻薬必療抱設のl潟ぷ者に引き

第 3条 麻薬織入業者.麻業給出業者.麻薬製造業者， 渡さなければならない

麻薬製剤業者.家庭麻薬事~i孟業者又は麻薬元卸売業 3 麻楽診療施設の開設計.i.lI<iJ1'iの規定により較

者の免持li，厚生大臣が.麻薬卸売業者.麻薬小売 簿の引授を受けたときは.最終の紀級の日から 2王手

業者，麻来施用!i.耳革案管E望者又li麻薬研究者の免 問.これを保存 しなけれ;tならな、、

詐li，都道府県知事が.それぞれ業務所ごとに行う。(施用に関する記録〕

2 i正に掲げる者でなければ.免許を受けることが 第41条 麻薬地用:(;'i.麻集を地用し.えは施用のた

できない。 め交イ、tしたときは. r宍 Mi法 ( np，利23~.法律第 201 号 )

1-5 (略) 第24条若 しくは肉料|災師法(昭和23年法律~202 号 )

6.麻薬施用者・の免J午に ついて は.医師.歯科医師

又は獣保附

7.麻薬管瑚将の免却については.係自雨.儲科医師.

獣保附又1:'葉剤師

〔施ffl，nffi用のための交付泣ぴ麻集処方せん〕

M27条 麻業施用者でなければ.麻薬を絡用し.若し

< 1:'施用のため交付し.又は麻薬を記裁した処方せ

んを交付してはならない.但し，友に錫げる場合は.

この限りでない.

1 .麻来研究者が.研究のため絡用す る場合

2.麻業施用者か ら施周のため麻薬の交付を受けた

.:/'jが.その麻薬を~用する場合

3.麻薬小売業Jすか ら麻祭処方せんにより調剤きれ

た麻薬を.~り受けた者が，その麻~を施用する場

A 
c 

2 (略)

3 麻薬施m.r.-li. 疾病め治療以外の目的で.麻薬

を施用し.必しくは地斤!のため交付 し.又は麻薬を

記載した処方せんを交付してはならない。

第39条 耳軍司区管浬-ltlま.麻来冷療Iifti設に帳簿を備え.

これに左に掲げ る事ttiを記載しなければならない。

1 .当該麻茶診療~訟の!湖‘没者が戊り受け ‘ 又 lま廃

楽 した麻薬の品名及び~;立並びに その年月日

2. 当該麻薬診療.~設の間目立者が図書 O 波した麻薬.

(施用のため交付したコデイン.ジヒドロコデイ

ン.エチルモルヒネ及びこれらの塚販を除<. )の

品名及び数量並びにその~月日

3.当該麻薬:会療施設で他府した麻薬 {コデイン.

ジヒドロコデイン.エチルモルヒネ及びこれらの

塩額を除<.}の品名及び数民主主びにその年月日

4.第35条第lfnの規定によリ届け出た麻薬の品名

及び数電

第23条に規定する"全線3誌に.，IJY.!i (/)氏名fえび住所.

病名.主要疾~X. 地問 し.父はぬfl J のため交付した

麻薬の品名及び数r.'dP.びにぬπ1)(1孟交付の年月刊を

記載しなければならな L、。

第 61障の2 麻薬中毒者に対する鎗置

( ~宇織な規定がある

10.消防法 昭23.7'

{用品の定義〕

第 2条 この法律.の用Z去はだめ{殉に上る.

@ 救急1.:携とは.災~-:によ 1) '1じた'J>.紋若し<:立~
外著しくは公衆の出入する場所にねいてそtιた't;故

(以下 この項に必いて F 災;与による 'I~c\'.(等』という。、

又 'i 政令てづ主める場合に必ける災 'L';:による・I~r.l写に

準ずる事故で政令で定めるものによる傷病名・て..~療

機関そ の他の場所へ252.に峨;1;する必吹:があるもの

を.政~t.'.~掌によヮて . N療+幾i刈(f7生省令で定め る
医療機関 をいう。)その{也のt~; ，荷 1 ・ 1鍛i益することを い

フ。

11.救急病院等を定める省令 (昭39.2 ) 

消防法第 2 条 ~9J貨の規定に基づき.数え急2

定める省令を次のように2定主める.

〔医療機関〕

第 1条 消防法第 2条第 9Jl'iに規定する数急隊により

機送さ れる傷病riに関する灰療をtn.当する医療機関

は.次の基準に該当する病院又li診療所であって.

その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関

し協力する旨のゆliiのあったもの(以下 r救急病院」

又は r救急訟療所J という .とする ただし疾病

又は負傷の柊度が経易であると診断された俗病名及

びただちに応急的なみ療を受ける必要があると認、め
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られた傷仇.折l二問する阪療をtD.当する医療機関:ム 病を定めなけJUZならな、 、

病院ス Lt~~練所とする守 「補償給付の純ln等、

1. .~~による傷病:y.. 1:閲する医療について穏当の 第 3条 第 l灸!ニ総定する健康係主:ニ対する補償のた

知ぷI!;.び経験全有する医師が常時診療に従事して め支給されるこの法律による給付;4.次のと Sよりと

いるニと. する

2 . 子体:j:ら 耳UI'/:~~. エ I 'lス線装置.愉血及び輸 1 療養の給付 I}.ぴ療薬n
言祉のための設備その他前号の医療を行 うために必

要なぬぷ及びd備を有することの

3. tift?J震による傷病おの搬送に符易な場所に所花

しか っ.jlH内fiの燃入に適した情造設備を1rす

るニと。

4. 'l~放による傷病 fiのための惇府病床その他救急

隊によ 勺 て鰍入される ílH~ftのために優先的に使

用される病床を有すること.

( o-"*) 

第 2条 郎iu府県知il'Lt.. ，jij条の巾出のあった病院又

'j~~椴，;庁て・あ っ て. ，jij条件号に諸当すると認めたも

のについて.教急病院えは紋2.珍療所である旨並び

にその名物、及び所在地を;守，J，するものとする。

12.公害健康被害補償法 昭拘48・10・5) 

〔目的〕

第 1条 ニの法tlt:i.JJ' t活動その他の人の活動に伴

2 磁'd，潟f賃貸

3 j輩鉄総mu
4 j盆狭鰯1貧・時余

5 児宝納(貸手当

6 療養 F勺

7 葬祭料

〔認定さt)

第4条 第 1科Jt!l.械の'?:ftllえ1;1. .部を'1'i'f;t;する都道府

県知事:ム当 u産第 1HJ也械につ き ~ 2 条署~3 項の規

定により定められた疾病にかか，ていると aZめられ

る者てつ大の九号の 1にJ安当するものの中日aニ築づき.

当ぷ疾病がさ}ふ者H 係地域にねける大うえの汚染の手5

警によるものである行の認定を行な う この場合に

必いては.当抜荻病にかかっていると 42.められるか

どうかについては.公主健康彼'll;:~定iH正会の意見

をきかなけれ‘立'ならな L、.

〔療/iーの給付〕

って生ずる相当事efl叫にわたる有しい大気の汚染又I二 第19条 都道府県知 ;1~1i.その認定に係る被認定衰の

水町の汚濁の彩持による健康彼ヲミに係るti!t与を横縞 指定疾病について ~大に掲げる療d症の給付を行なう c

するための補償を行なうとともに.被害朽の福祉に 1 診察

必要な.~.tをnなうことにより. 健康彼害に係る 彼 2 薬剤l又1.1ifi線材料の支給

汚名ーの迅速かつ公.iF.な保必を阿ることを目的と する。

(J1!I.l'i民投ぴ狭州の指定〕

第 2~長 ニの法t11 に』づいて r ~';1 H!地域J とは.ヰ工業

活動その他の人の活動にw勺て相当簡閲にわたる著

しい大%の汚染が生じ.その彩容による疾病(次1貨

に規定寸る疾病を除<.)が多発しているI也践として

政令て定める地主主をいう

2. この法fltI・おいて 「第2険地主主d とは.事業活

動その他の人のif;動に{宇勺て相当事E肉にわたる著し

L、大気の汚会又1;1.水質の汚濁がと主ヒ. その彩学年lこよ

リ.当“生大うえの汚染又li水11の汚濁のJrI.肉である物

質との関係か一般的に明らかであリ.かつ.当該物

質によらなければかかることがない疾病が多発して

いる地織として政令で定める地織をいう。

3.前2mの政令に必いて li. あわせて前2t貨の疾

3 院予的処置. 予術Jえびそのf践の治療

4 病院又I;t.，;全保所への収符

5 ~.・ e・並

6 移送

2.被認定者がIIIJIam1号から第4号までに掲げる

療占症の給付を受けようと司るときは.自己の選定す

る次条に規定する公:.l}医療機関γ公安医療手帳を綾

示して.当。主機関から受けるものとする。

〔公害医療機関〕

第20~条 療主をの冷Hを取り吸う.tJ(以下 公害医療機

関J とりう -.1よ.次I-!Ulfるもの (都道府県知事に

対し公害医療権問とならない行を巾し;れたものを除

( • Iとする

1 健康保険法に規定する保険医療機関及び保険薬

局
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2 国l(Alf，健保険法:ニk見定する療養取扱機関

3 生活保J霊法に既定する指定侠療機関

{組織等〕

1978 

4 労働災害の!京!持の調1EJJt.び再発防止対策に関す

ること.

〔安全管理者〕

~45条 公~j 免![英終古・ 02.2主審1E会:立.委員 IS人以内で 第11条① .r; :t者1;1.， 政令で定める1主任}j_ぴ規模の.r;

鋭敏する. 業場ごとに.労働行令で定める資絡を有する者のう

2，委11:;1，民γ" 法tr学その他公:さ?に係る健康彼

?与の繍{貨に開し"，:ぷ経験を有する者のうちから.都

道府県知恨又1.1.1打のkが任命する。

13，労働安全衛生法 (DiHo47・6・8) 

〔目的〕

~ 1 条 ニの法t1'-I;I..労働)，.I.<;Vl法と納まって，労働災

古:の防止のためのff!:'.'j防止基準の硲立.責任体制lの明

日月6嘗fヒ及び自主的活動の促進の情澄を講ずる等その

防Jf:t:閲する総介的"十両的な対策を後進することに

よリ聡場に必ける労働おの安全と健康を舷{呆すると

ともに.快適な作t..t;演の形成を促進することを目

的とする.

(事業者等の af~1

第3条① 事業者1;1.， 取に労働災害のための最低基準

を守るだけでなく.快遁な作業環縫の実現と労働条

件の改善を通じて聡劫t・3長ける労働者の安全と健康

を確保するようにしなければならなも、。また.事業

者は.開が実地する労働災包の防止に関する施策に

協力するようにしなければならな L、。

〔労働災害防止"十曲の策定〕

第6条 労働大臣!ま， II'~労働基権審議会の意見をき

いて.労働災'，I{-の防l卜のための主要な対策に関する

事項その他労働災;与の防止 t':具!し重要な '~1貨を定め

た計凶iを策定しなければならない。

{総指安全衛生代理有〕

第10条① .~t;桁 I .l..政令で定める規模の '1\.$場ごと

に.労働行令で定めるところにより.総続安全衛生

管理fjを選任し.そのおに安会11よ1'-者又li衛生管理

者を指押さサるとともに'.大の業務を統15管理させ

なけれ，~ならない

1 労働行の危険えは健岐路?;:を防止するための情

;夜に関すること

2 労働~・の後:1干:1...i 衛生のための教育の実施に閑

するニと.

3 健康吟ItJiの').Iぬその他健康管尽に関すること。

ちから.労働行令で定めるところにより.安全管理

者をiき任し.そのおに前条第 111民各号の業務のうち

安全に係るtt術的事Jj(を管理させなければならない。

〔衛生管E望者〕

第12条① 事業者li.政令で定める規慌の事業場ごと

に.都道府県労働.Jt;i税局長め免許を受けたおその他

労働省令で定める資絡を有する持のうちから，労働

省令で定める とニろにより . 当該!芥~場の業務の区

分に応じて. i衛生'l'ì'f哩表を j~fl し，その者に第10条

第 11頁各号の業務のうら衛生に係る伎術的事項を管

理させなければならない.

〔産業医〕

第13条 事業者li.政令で定める規模の事業湯ごとに，

労働省令で定めるところにより.医師のうらから産

業医を選任しその者に労働荷の健康管理その他の

労働省令で定める慎1貨を行なわせなければならなも、。

〔事業者の講ずべき指;?i手〕

第20条 事業者I;t.次の危険を防止するため必要な捻

置を点じなければならな、、

1 機械.~具その他の設備による危険

2 爆発性の物.発火性の物. 11火性の物等による

危険

3 電気.然その他のエネルギーによる危険

第21条① 事業者は.織的1).t采石.締役.伐木等の業

務における作業万法から生ずる危険を防止するため

必要な情置を必じなければならな、、

② ・長業者{立.労働者が除孫するおそれのある場所.

土砂等が崩壊するおそれのある場所写に係る危険を

防止するため必要な伶沼を点じなければならな L、

第22条 事業者:i，次の健康降';t;:を防止するため必要

な待置を必じなけれJならなも、

1 IJ.M章4.ガス.紛 じん‘ 荷量素欠乏空気.病原体

等による健康障害

2 政射線， tfii:':'， {氏 l~. 忽7干i皮.騒音.振動.異

常気圧等による健康隊13

3 よ十2~監t~. 紡'$-T.作写の作t.による健康障害
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4 排気.俳液又1.1.伐さい物による健康障害

第23条 事業者1.1..労働者を従業させる建設物その他

の作立場について. ;mi~. 床面.階段等の保全並び

に換気. f末光~明. 1泉-JS. 防滋.休養.避をま及び

清潔に必要なf措置その他労働朽の健康.風紀及び生

命の保持のため必愛.な的涯を必ヒなければならないa

第24条 事業・1ilま.労働者の作業行動から生ずる労働

災:lfを防1卜するため必望書な情;定を講じなければなら

ない。

第25条 ・ド~.r; 1.1.労働災;ヰ党.1ミの念、迫した危険がある

とき!.1..tu:ちに作業を中 11-.し 労働者を作業場から

ìJ:1 j笠させる等必ë~ な fli;i況を品 じなければならない。

〔安全街化教育〕

第59条① ・1.'t 1':;-!.1..労働者を厄い入れたときは.当

必労働者に付し.労働行令て'定めるところにより.

その従 'J~する .t.f~に関する安全叉 iよ衛生のための教

育を行少なわなけれイならない。

② 前項の士見定1.1..労働者の作案内容を変更したとき

についてif.用する.

③ 'J~ .t'-d-!.1. .危険又1.1.有't_I}な業務て.労働省令で定

めるものに労働者をつかせるときは.労働省令で定

めるとニろにより.当..主1I務に関する安全又i立衛生

のための伶~IJの教ff を行なわなければならない。

1978 

第60条 ・J~1. tl' !.1. . その~l.V誌の笈併が政令で定める

むの.ニ"生当するときは. i奇え・に喰f~につ くこととな

った総長その他の作笈中の労働符を有J喪指導又IH主

脅す るお 作"t主仔~.r;を除< ， Iニ対し.次の事項に

ついて.労働行令で定めるとニろにより.安全又:二

衛生のための殺台を行なわなければならな、、

1 1卒業方法の決定及び労働~の配置に関すること 。

2 労働~-に対する指;!)..x. !よ位ffの方法に関す るこ

と。

3 前 2 号に掲げるもののほか.労{動 災.~・を防止す

るため必要な Pドtilで.労働?i令で定めるもの。

〔健康管埋手帳〕

第67条① 都道府県労働総ゆる局長!.1.. がんその他の重

度の健康障~の '1'.ずるよ五それのある業務て.政令で

定めるものに従 'J. していたきのうち.労働~令で定

める要件に該当するお;に対し.綴織の際に.当該業

務に係る健康管理手級会交Hするもの とする。

〔働療の保持.Il'li立のためのHt;z() 

第70条 事業.t-1.1..労働者の健康の保持駒i笠を図るた

め.体育活動. レ7リエーンヨンその他ρ活動につ

いての使:aを供与する等必要な情涜を議ずるように

努めなければならない.

昭和53年 1 月 ~6 月大気中No 2 測定成績

恥ミ1 最走 t筒 最低 日平均 日平 F均n 2 臼以上 月半均 |
会測定時間 最高 0021p 002 ppm 

ppm ppm ppm 以上の日数 をこえた有無 ppm 
l 623 0.048 0.0 .023 !l..Q.li_ 

光 2 66568 7 0.033 0.004 0.02_3 !It_ 0.015 
市 3 0.037 0.002 0.015 0.011 
役 4 692 0-:0r5 。 O~015 0.011 
所 5 596_ 0.040 O~OO 1 0.018 0.011 

6 6 ~g 0.041 Q._Q_22 立金09

浅
l 欠測

江 z う4

中
ヨ :?Z llI!J 
4 671 0.061 。 0.035 13 歪正 0.02 

学校 5 738 0.067 O.OQJ 0.029 9 4司 0.018 
6 689 0.069 0.001 0_030 4 手1 0.015 

環事芸事-c臼平均値が0.020ppm以下である乙と。
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昭和53年 1 月~ 6 月大気中 SO 2測定成績

湯-..........所、、¥項¥、目、 全時 測間 定数 放 ppm尚一 披{臣 日 平 均高 緊回急時数 月半 KJ
ppm 測定割教

ド皇 O-31 
ppm 

市 1 66513 7 内務
!..O_LQ__I 2 続十2 0.009 

330 3 
役 3 00012  2 

議ト所とを
1.092 144 
10 銃部 l斜6 69 1.0 100ι2:  

~ 2 ' 3 
で63

『

4 L1S4I2 L 1.003 25 L日
江 5 73' 1005 ヨ 1日

6 68 134 0.002 
JZa企t9， ‘ーー

wI  
1 65 13 1.006 L日;t I 

三 2 13 1.005 0.013 
3 

1t4 4 E 
0.007 Z3 ー 19 0.015 

4 面白 トーー 0.00目 :目
0n220 21 日UI6

C D! g~ - U108 18 aO，D且22o0 1 6 0.010 
238 1 一 lii 丸卜十 ト ι77471 1 l-

~ I 
13 100 lls B 一 05 

ヨ 2 0.001 

時: )I33l l I.UU '..oJ 
山

68。且 -- Q  1.002 
321 8 6 2: .001 0.00 

14 I.UU :昌 4 
ミE 2 733 47 1.00 28 :__o. 

3 1.00 1L 4 )4 .00 3 恒

務 3 よ !4: 0.00 i 112126 1 
6 694 ' 12: 002 2 0.010 

量エ { 4 4 0.005 18 

637b1F『.L1 )53 0.003 }l2l 0 
3 132 I.U02 一

ケ 4 396 

5155 
0.004 

丘 5 
6社

。守005 1 
6 0.008 2 .0 0.018 

日平均値が 0.040ppm以下で
1 時間備が 0.1p p m以下である ζと

がき

老人健診、循環器健診、婦人健診て宇多彩な

健康診断が実施されておる。 ζ 乙で健成とは

なにか、健康の概念について一考を試みると

とも必要であろう。健康の観念については諸

大家の著述も多いが、ζ 乙ではWHOの健康

の定義を紹介してお乙う。

「健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会

的福祉の状態であり (astate 0 f com p lete 
physica 1， m en ta 1 and soc泊1well -

being)単に疾病又は病弱の痔在しない乙と

ではなし、。到達しうる最高基準の健保を享有

することは、人種、宗教、政治的じ念又は経

済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の

有する法本的権利の一つである(世界保健機

関憲l7i)
鮎秋や安信きかへて山高し

(大我)

とあ

環境法準

豆 辞典
ストマイ訴訟

結核治療のためストレプトマイシンの注射

を受けた結果、副作用で強度の難聴をきたした

患者が、国と製薬会社4社を相手に損害賠償

を求めていた訴訟c 東京地裁民事 12部の 9

月25日の判決で製薬会社3社に薬事法上の

義務違反があるとして計 87 7 }j 9 0 6 0円

の支払いを命じた。ストレプトマイシンは、

1 950年から国産化され、結抜治療に必須

のものとして多用されている。原告は 196

7年から約 l年ストマイ注射を受け難聴と歩

行障?でむたきりとなった。ストマイ後遺症

の患者は約 3万人と推定されておる。東京地

裁の判決は、投薬の証明されない 1社を除き

被告3社が効能書で、副作用の症状を記載せ

ず、|矢師lζ対する警告を怠ったと法的責任を

認める判断を示した。製薬会社の薬持責任を

認めたのは、北陸、東京モモン訴訟につづく

ものである。
止，ti小 J耳防 16 3 3の 2林 i五時内

光市医師会
TEL 0833 η7-2宮川

林 孝之

会事室編集委員会

t 市 旬 崎 町
中村印刷株式会社
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